医療的ケアが必要な児童の保育に関する同意書様式第３号


１. 保育の利用について
	①　主治医が集団保育に適していると判断した場合であって、岐南町が保育可能と判断した場合のみ入
所が可能となります。

	②　保育の利用日･利用時間は、原則、平日(月～金)の ８時間の範囲内において、看護師が勤務する日時で、保護者が保育を必要とする時間とし、医療的ケア児の状況、保育所等の状況を踏まえ、保育所等と保護者の同意の上、決定します。

	③　保護者以外が送迎を行う場合、送迎者は児童に対して医療的ケアが実施できる者とします。

	④　保育所等が必要と判断する場合は（例：行事参加等）、対象の児童が出席中、保護者は児童に同行し、看護師とともに医療的ケアの実施をお願いする場合があります。



	①　医療的ケアは看護師が行います。

	②  配置される看護師は、保育所等の全体の看護師業務や保育補助も行うため、常時児童のケアにかかることはできません。

	③  医療的ケアを実施する上で、主治医の指導・助言が必要な場合に、保育所等の看護師等が児童の受診に同行し、主治医との相談を行う場合があります。

	④  保育所等では、主治医の指示書に基づいて医療的ケアを実施します。指示のない医療的ケアは実施できませんが、緊急時においてはこの限りではありません。

	⑤  児童の状況の変化に伴って医療的ケアの内容が変わった場合には、その内容を速やかに保育所等の施設長へ報告するとともに、改めて主治医の意見書及び指示書を提出していただくことがあります。なお、特別な変化がない場合でも、発達の面から年度毎に提出していただく必要があります。

	⑥  医療的ケアを実施するにあたり、必要な診療や文書等の発行に係る費用等、医療的ケアの実施手続
きに要する経費は全額保護者負担となります。

	⑦  医療的ケアの実施に必要となるすべての医療機器、用具、医薬品及び消耗品は、保護者の方で不足
なく準備、点検及び整備し、施設長に預託してください。使用後の物品は、基本的には家庭に持ち帰
っていただきます。


２. 医療的ケアについて

	①　児童が新しい環境に慣れるため、また医療的ケアを安全に実施するために、初日から一定の期間、
保護者付き添いのもと登園し、保育に同席していただきます。期間及び保育時間については、保育所
等と相談の上決定します。児童の様子や状態によっては、保育時間の短縮や期間が延長・短縮され
る場合があります。


３．慣らし保育期間について

４. 体調管理及び保育の利用中止等
	①　医療的ケアを行う看護師が勤務できない場合や、看護師が退職し代替職員が確保できない場合等、
医療的ケアが実施できない状況が発生した場合には、体制が整うまでは一時的に保育所等が利用で
きなくなることをあらかじめご承知おきください。

	②　登園前には必ず児童の健康観察と検温を行い、体調が良いことを確認したうえで登園していただき、
児童の様子を保育所等の看護師または保育士に伝えて下さい。

	③　緊急時や発熱、下痢、嘔吐、痙攣重積等の体調不良の場合、または熱がなくても感染の疑いがある場合は、保育所等から保護者に連絡する可能性があるため、必ず連絡が取れる状態にしておいて下さい。また、体調不良により保育の継続が困難と判断した場合には、利用時間の途中であっても保育の利用を中止するため、児童のお迎えをお願いします。

	④　集団保育の場では、感染症に罹るリスクが高くなることも予想されるため、保育所等内で感染症が一
定数以上発生した場合の登園の判断は、保護者(主治医に相談する等)の判断で行って下さい。ま
た、保育所等の判断で登園を控えていただく場合もあります。

	⑤　保育所等が必要と認める場合には、医療機関を受診していただきます。なお、その費用は全額保護
者負担となります。

	⑥　児童の状態の変化等によって、安全確保上の理由により入所している保育所等では対応が困難であ
ると判断した場合、退所していただく場合があります。

	⑦　保育所等の人員、施設又は設備の状況により、入所している保育所等での児童の受け入れができな
くなる場合があります。



	①　医療的ケアの実施に伴う緊急時の対応について、主治医への協力依頼等連携を図ってください。

	②　児童の症状に急変が生じ、緊急事態と保育所等が判断した場合、その他必要な場合には、保育所等は事前に確認をしている医療機関に連絡を行い、必要な措置を講じると同時に児童の保護者等に連絡します。また、保護者等に連絡する前に児童を医療機関等に搬送し、受診または治療が行われることがあります。それに伴い、生じた費用は保護者の全額負担となります。

	③　災害時は可能な限り速やかにお迎えをお願いします。また、災害時用として３日分の医療的ケアに
必要な物品、薬、食事を登園時の荷物に入れておいて下さい。

	④　緊急時に保護者と連絡が取れない場合や保育所等が緊急事態と判断した場合、保護者への連絡の前に緊急搬送や受診及び治療が行われる場合があります。

	⑤　挿入物の事故抜去等の緊急時は、保護者及び主治医と事前に対応を協議し、協議内容に沿って対応します。


５. 緊急時及び災害時の対応等

	①　医療的ケア児に対して安心安全な保育を提供するために、保護者から提供された申請内容等について保育所等の施設長、保育士、嘱託医、看護師等で共有します。また、必要に応じて、保護者同意の上、児童が居住する地域の専門機関等に意見を求め共有します。

	②　緊急時の対応のために、保育所等に提出された主治医からの意見書･指示書等の内容を、主治医　医療機関以外の医療機関に情報提供する場合があります。

	③　医療的ケアが必要な児童の状況について、集団保育を実施する上で、必要な範囲で、他の児童の保護者との間で共有することがあります。


６. 情報の共有

	①　上記のほか、保育所等との間で取り決めた事項について遵守します。

	[bookmark: _GoBack]②　保育所等の状況により、その他ご協力をいただくことがあります。よろしくお願いします。


７. その他


岐南町長　様
　　   上記の事項ついてすべて同意します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　   年　　月　　日

保護者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　



